
宮城県共同募金会HP

SDGsにつながる赤い羽根共同募金

赤い羽根共同募金への寄付には
税制上の優遇があります

　SDGs(持続可能な開発目標)は、「誰一人取り残さ
ない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめ
ぐる広範な課題に総合的に取り組むことを目指して
います。
　赤い羽根共同募金は、地域社会が直面する社会課
題や、公的制度等では十分に対応できないさまざま
な生活課題を解決する草の根的な福祉活動への助成
を通じて、SDGsの目指す社会実現に向けた取り組み
を進めています。
　企業・団体の皆さまがSDGsと連動した取り組みを
はじめるにあたり、赤い羽根共同募金へご支援いた
だくこともSDGsの実現につながります。

赤い羽根共同募金運動を通じて、寄付者（社会貢献に対する特典）・助成団体（活動資金の確保）・
地域社会（様々な社会課題の解決）のみんなが、Win‐Win‐Win（三方よし）となります。

赤い羽根共同募金への寄付には
感謝表彰制度があります

あなたのまちの未来のために、
遺せるものはありませんか

　共同募金会は、税制上、国・地方公共団体と同じ
ように寄付に対する「優遇処置の対象団体」になっ
ています。個人からの２千円を超える寄付金は、所
得税及び住民税の寄付金控除の対象となり、法人か
らの寄付は、全額損金算入の対象となります。

赤い羽根共同募金の助成を受けるには

　地域に暮らす方々が共にたすけあい、安心して生
活を送れるような地域社会づくりをめざして、地域
や社会を少しでも良くしようとがんばっているボラ
ンティアグループやNPO・市民活動団体などに対し
助成を行っています。　遺贈・相続寄付に関するパ

ンフレット「赤い羽根共同募
金からのご遺贈・相続寄付に
関するごあんない」をお送り
することもできますので、宮
城県共同募金へお気軽にお問
い合わせください。

赤い羽根共同募金への遺贈・相続財産の寄付
は、相続税がかかりません。

【宮城県共同募金会が連携できる主なSDGs目標】

共同募金会
の表彰

宮城県共同募金会会長感謝状
個人は単年2万円 3年で5万円以上、
法人は単年10万円 3年で20万円以上

中央共同募金会会長感謝状
個人は20万円以上、法人は60万円以上

厚生労働大臣感謝状
個人は100万円以上500万円未満、
法人は300万円以上1,000万円未満

紺綬褒章
個人は500万円以上、
法人は1,000万円以上

国から
の表彰

みんながWin‐Win‐Winとなる赤い羽根共同募金
三方よし


